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令和７年度 国民スポーツ大会 経過報告 

 

 

 

報告第１号 

※　　　　　　　　　は市関係分

年　度 月　　日 内　　　　　　　容

7月16日
　（公財）日本スポーツ協会の理事会において、令和10年（2028年）開催の第82
回国民体育大会（本大会及び冬季大会）の開催地として長野県が決定
大会会期を令和10年10月1日（日）～10月11日（水）の11日間と決定

8月26日 　第82回国民スポーツ大会駒ヶ根市実行委員会設立総会・第１回総会を開催

9月9日
～11日

【国民スポーツ大会　リハーサル大会】
青森県三沢市（六ヶ所村）において開催した、2025年度（男子第67回・女子第47
回）全日本社会人ホッケー選手権大会の競技会場視察および表彰式を視察

9月22日 市町村競技施設整備費補助金　市町村ヒアリング（Web会議）

10月3日
【第79回国民スポーツ大会】
滋賀県米原市において開催した、第79回国民スポーツ大会 ホッケー競技を、市
実施本部（部課長）が視察

10月4日
～5日

【第79回国民スポーツ大会】
滋賀県米原市において開催した、第79回国民スポーツ大会 ホッケー競技を、市
長、副市長、事務局が視察（競技会場および運営、表彰式など）

10月30日
県国スポ事務局より、県民の機運醸成の一環として「花いっぱい運動」につい
て、実施要項が示され令和８年度実施団体の抽出依頼（Web会議）

11月23日
【ホッケー普及事業】
ホッケー体験教室　ロッチ中岡さんと一緒に！ホッケーをしよう！を開催
小学生低学年：27名　　小学生高学年・中学生：25名

12月8日 国スポ配宿業務に係る会場地市町村ヒアリング

12月11日

（公財）日本スポーツ協会第３回国民スポーツ大会委員会において、令和10年
（2028年）開催の第82回国民スポーツ大会（本大会及び冬季大会）の競技別会
期を決定
ホッケー競技会期を令和10年10月6日（金）～10月10日（火）の5日間と決定

12月25日
　第82回国民スポーツ大会駒ヶ根市実行委員会　第2回総会を開催
　併せて、第１回常任委員会を開催

令和7年度
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わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ ホッケー競技視察（米原市）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 選手・観戦者歓迎の横断幕 】                    【 手づくり応援旗 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 小学生や中学生が育てた花いっぱい運動 】                 【 歓迎のおもてなしグッズ 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 国スポグッズ・記念品販売 】                   【 おもてなし飲食ブース 】 

報告第２号 
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【 休憩スペース 】                           【 ウエルカムボード 】 

 

 

 

【 米原市役所 PR 装飾 】                【 米原市役所フリースペース ホッケーブース 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 米原市役所 ホッケーブース 】                       【 米原駅 歓迎装飾 】 
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第８２回国民スポーツ大会 駒ヶ根市実行委員会 専門委員会の役割について 

 

 

１ 専門委員会の構成 （会則第 13条 1項） ６ページ名簿参照 

 →専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 

 

２ 専門委員会の委員長・副委員長の選任 （専門委員会規程第３条第１項・２項） 

  →委員長・副委員長は、会長が委嘱する。 

 

３ 専門委員会とは  

専門委員会は、常任委員会からの付託事項（※1）について調査・審議、委任事項

(※2)について審議・決定する組織となります。 

 

※1 常任委員会からの付託事項（基本計画等） ⇒ 調査・審議 → 常任委員会で承認 

※2 常任委員会からの委任事項（要項・事業実施等） ⇒ 審議・決定 → 常任委員会に報告 

 

駒ヶ根市実行委員会では、(1)総務企画専門委員会、（2）競技式典専門委員会、 

（3）おもてなし（宿泊・衛生）専門委員会、(4）輸送交通専門委員会の４つを設置しま

す。  

 

 

報告第３号 

会長の委嘱で構成

【調査機関】

専門委員会

報告

報告委任

実行委員会

【最高議決機関】

総会

顧問

参与

【決定機関】

常任委員会

会長

委員

副会長

常任委員

監事 　付託・委任
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４ 各専門委員会の調査・審議事項 
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第 82 回国民スポーツ大会駒ヶ根市実行委員会 専門委員会名簿 

 

 

 

No 選出区分 所属機関・団体
実行委員
兼務(◎)

1 駒ヶ根市スポーツ協会

2 駒ヶ根市スポーツ推進委員

3 駒ヶ根商工会議所 ◎

4 上伊那農業協同組合駒ヶ根支所 ◎

5 駒ヶ根市PTA協議会 ◎

6 長野県立赤穂高等学校

7 長野県立駒ヶ根工業高等学校

8 駒ヶ根観光協会

9 商連こまがね ◎

10 医療・福祉 駒ヶ根市社会福祉協議会

11 駒ヶ根市区長会 ◎

12 駒ヶ根市分館長主事会 ◎

13 駒ヶ根青年会議所 ◎

14 駒ヶ根市総務部総務課

15 駒ヶ根市総務部企画振興課

16 駒ヶ根市総務部財政課

17 駒ヶ根市総務部税務課

18 駒ヶ根市会計室

No 選出区分 所属機関・団体
実行委員
兼務(◎)

1 駒ヶ根市スポーツ協会

2 駒ヶ根市スポーツ推進委員

3 駒ヶ根市スポーツ少年団 ◎

4 長野県ホッケー協会

5 駒ヶ根市ホッケー協会

6 駒ヶ根市小中学校校長会

7 長野県立松本筑摩高等学校(高校専門委員長)

8 駒ヶ根市議会事務局・監査委員事務局

9 駒ヶ根市教育委員会子ども課
市

競技団体
柴田　稔

木下　皇恵

学校・教育
佐々木　英明

腰原　正直

市

②競技式典専門委員会

委員名

スポーツ

鈴木　博志

米山　聡

菅沼　航

宿泊・観光
本間　由花

森　智幸

松原　智文

社会団体等

宮澤　清高

六波羅　正

伊藤　航

産業・経済
倉田　幸雄

栗林　秀成

学校・教育

伊沢　広海

傳村　智彦

松原　英雄

順不同・敬称略

①総務企画専門委員会

委員名

スポーツ
羽生　吉浩

小池　真利子
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No 選出区分 所属機関・団体
実行委員
兼務(◎)

1 駒ヶ根観光協会

2 早太郎温泉事業協同組合 ◎

3 上伊那医師会南部常会 ◎

4 長野県看護協会伊那支部 ◎

5 駒ヶ根市赤十字奉仕団 ◎

6 産業・経済 駒ヶ根商工会議所

7 飲食・衛生 長野県栄養士会伊那支部 ◎

8 駒ヶ根市区長会

9 駒ヶ根伊南シルバー人材センター ◎

10 高齢者クラブ

11 ボーイスカウト ◎

12 ガールスカウト ◎

13 駒ヶ根市食生活改善推進協議会 ◎

14 花と緑と水の会 ◎

15 駒ヶ根市民生部福祉課

16 駒ヶ根市民生部地域保健課

17 駒ヶ根市民生部市民課

18 駒ヶ根市民生部生活環境課

19 駒ヶ根市産業部農林課

20 駒ヶ根市産業部商工観光課

No 選出区分 所属機関・団体
実行委員
兼務(◎)

1 伊那バス株式会社 ◎

2 中央アルプス観光株式会社

3 伊南乗用自動車有限会社丸八タクシー ◎

4 赤穂タクシー有限会社 ◎

5 こまくさ観光株式会社 ◎

6 上伊那貨物自動車株式会社 ◎

7 上伊那広域消防本部　伊南北署 ◎

8 駒ヶ根市消防団

9 伊南交通安全協会 ◎

10 駒ヶ根市青少年育成委員会 ◎

11 県 駒ヶ根警察署

12 総務部危機管理課

13 建設部建設課

14 建設部都市計画課

15 建設部上下水道課

花里　靖夫

市

小池　長

警備・消防

小林　啓志

奥村　真治

小島　幸恵

熊谷　篤司

市

④輸送交通専門委員会

委員名

輸送・交通

畑　政成

春日　秀彦

久保田　武彦

坂本　洋

岩本　光市

社会団体等

唐澤　一登

林　憲明

松崎　清

加治木　今

岡田　敦子

那須野　範子

小原　茂幸

医療・福祉

𡈽金　彰

三村　ふき

金田　敏春

下平　和孝

清水　昭子

③おもてなし専門委員会

委員名

宿泊・観光
松口　聡美

宇佐美　誠
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第８２回国民スポーツ大会 駒ヶ根市実行委員会 専門委員会規程 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規定は、信州やまなみ国スポ駒ヶ根市実行委員会会則第 13 条第 3 項の規定に基づき、信州やま

なみ国スポ駒ヶ根市実行委員会専門委員会（以下「専門委員会」という。）の組織および運営に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

 

 （専門委員会の名称等） 

第２条 専門委員会の名称ならびに信州やまなみ国スポ駒ヶ根市実行委員会（以下「実行委員会」という。）の

常任委員会からの付託事項および委任事項は、別表２のとおりとする。 

 

 （役員） 

第３条 専門委員会に、次の役員を置く。 

(１)  委員長     1 人 

(２)  副委員長   若干名 

２ 委員長、副委員長および委員は、信州やまなみ国スポ駒ヶ根市実行委員会会長（以下「会長」という。）が

委嘱する。 

 

 （任期） 

第４条 専門委員会の任期は、会長が委嘱した日から実行委員会が解散するときまでとする。 

２ 前項の規程にかかわらず、専門委員が就任時におけるそれぞれの所属する団体または機関等の役員を離

れた場合は、専門委員を辞任したものとみなし、その後任者が残任期間を務めるものとする。 

３ 会長は、専門委員に特別な事情が生じたその時はその職を解き、必要に応じて補充することができる。 

 

 （委員長等の職務） 

第５条 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が

指名した順位により、その職務を代理する。 

 

 （会議） 

第６条 専門委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 専門委員会の議長は、委員長または委員長が指名した者がこれに当たる。 

３ 専門委員会は、専門委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することができない。 

ただし、あらかじめ通知した事項について、代理人に権限を委任し、または書面で議決に加わることができる。

この場合において、当該委員は、総会に出席したものとみなす。 

 

４ 専門委員会の議事は、出席した専門委員（前項ただし書の規定により、代理人に権限を委任し、または書

面で議決に加わった者を含む。）の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
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５ 専門委員会は、必要があると認めるときは、専門委員以外の者の出席を求め、その意見または説明を聴く

ことができる。 

 

 （専門部会） 

第７条 専門委員会は、必要と認めるときは、専門部会を設置し、専門的事項について調査研究等を行わせ、

その結果を報告させることができる。 

２ 専門部会の委員は、会長が委嘱した者（以下「部会委員」という。）をもって構成する。 

３ 第３条から前条（第５項を除く。）までの規定は、専門部会について準用する。この場合において、これらの

条文中「専門委員会」とあるのは「専門部会」と「委員長」とあるのは「部会長」と、「副委員長」とあるのは「副

部会長」と、「専門委員」とあるのは「部会委員」と読み替えるものとする。 

４ 部会委員の任期は、専門委員の任期の例による。 

 

 （委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、専門委員会および専門部会の運営に関し必要な事項は、それぞれの

委員長および部会長が別に定める。 

 

付 則 

 この規程は、令和７年１２月２５日から施行する。 
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別表２ （第２条関係） 

名称 付託事項 委任事項 

総務企画専門

委員会 

１  総務企画に関すること。 

２  財務、広報および市民協働に関する 

こと。 

３  歓迎および接伴に関すること。 

４  その他専門委員会に属さない事項に関 

すること。 

左記付託する事項のうち、事業の実施

に関すること。 

競技式典専門

委員会 

１  競技運営に関すること。 

２  式典に関すること。 

３  施設に関すること。 

４  その他競技式典に関すること。 

左記付託する事項のうち、事業の実施

に関すること。 

おもてなし専門

委員会 

１  宿泊に関すること。 

２  医事・衛生に関すること。 

３  その他宿泊衛生に関すること。 

左記付託する事項のうち、事業の実施

に関すること。 

輸送交通専門

委員会 

１  輸送・交通に関すること。 

２  警備・消防防災に関すること。 

３  その他輸送交通に関すること。 

左記付託する事項のうち、事業の実施

に関すること。 
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第８２回国民スポーツ大会駒ヶ根市実行委員会組織図 

 



- 12 - 

 

信州やまなみ国スポ 駒ヶ根市開催推進総合計画 

 

 

第 82 回国民スポーツ大会（以下「信州やまなみ国スポ」という。）の成功に向け、市民の総力を結集して、本

市を訪れる全ての方を温かく歓迎するとともに、夢や感動、そして「信州駒ヶ根ハーフマラソン」で培った連帯感

を市民全員が共有できる大会を目指し、併せて本市の様々な駒ヶ根ブランドを発信しながら、新しいレガシー

の創出につなげていくため、駒ヶ根市開催基本方針に基づき開催推進計画を定めるものとする。 

 

 

１ 基本方針 

（1） 総務企画 

県、競技団体、関係機関および関係団体（以下「県等」という。）と緊密に連携しながら、国スポ大会の開

催を通じて、市民のスポーツへの関心度を高め、スポーツの更なる普及・発展につなげていくとともに、

様々な分野のまちづくりにつながる大会とするため、総合的な企画立案を個別計画の連絡調整を図る。 

 

（2） 財政 

県等との相互協力の下、創意工夫をこらした魅力あふれる国スポ大会を目指し、適切で効率的な財政

の運営を図る。 

 

（3） 広報 

国スポ大会に対する市民総参加の意欲や機運を高めるため、積極的かつ効果的な広報活動を展開す

るとともに、「アルプスがふたつ映えるまち 駒ヶ根」の自然、歴史、文化、産業など様々な魅力やブランド

を発信する。 

 

（4） 市民協創 

国スポ大会の開催の意義を理解し、市民がボランティアやサポーター等として、積極的に参加し、大会

を盛り上げていくことを通じて、市民がともにつながり、ともに創るまちづくりの推進につなげる。 

 

（5） 観光・おもてなし 

国スポ大会のために本市を訪れる全ての方々に、本市の様々な魅力やブランドに触れていただき、心

のこもった「おもてなし」で歓迎する。 

 

（6） 競技 

県等と緊密に連携し、競技会の円滑な運営を図るとともに、競技運営に必要な用具等については、効

率的に整備する。 

 

（7） 式典 

簡素な装飾や演出に努めることを基本にしつつ、創意工夫をこらし、記憶に残る温かみのある式典を目

指す。 

 

報告第４号 
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（8） 施設 

アスリートのプレーの発揮や安全かつ円滑な競技運営のため、国スポ大会の競技施設基準に基づく施

設環境の整備を図るとともに、開催後の更なる振興やレガシー創出を視野に入れた整備を進める。 

 

（9） 宿泊 

大会に参加する選手等を、温かいおもてなしの心でお迎えし、県・関係団体および宿泊施設等と、緊密

に連携し、安全で快適な宿舎の確保を図る。 

 

（10） 医事・衛生 

県等の協力を得ながら国スポ大会に関わる全ての方の安全を確保するとともに、より快適な環境下で

開催できるよう、医療機関や関係機関との連携を強化する。さらに、食品衛生および環境衛生に配慮する

とともに、防疫体制および医療救護体制の確立を図る。 

 

（11） 輸送交通 

本市の交通事情および競技会場地周辺地域の交通事情を勘案し、交通事業者等と緊密な連携により、

安全かつ効率的で確実な輸送手段の確保に努めるとともに、公共交通機関の利用を促進するなど交通

混雑の緩和と環境に配慮した輸送・交通体制の確立を図る。 

 

（12） 警備消防 

競技会場その他の大会関係施設における災害の防止や治安の確保、非常時における緊急対応に万

全を期するため、消防、警察その他関係機関等と緊密に連携し、消防防災、警備体制の確立を図る。 

 

 

２ 年次計画 

  国スポ大会の駒ヶ根市開催推進総合計画の年次計画は、別表１のとおりとする。 

  なお、年次計画は進行管理を行うとともに、適宜見直しを行う。 
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（別表１） 信州やまなみ国スポ大会 駒ヶ根市開催推進総合計画 

項目 年度
令和９年度（2027年度）

（１年前）

令和10年度（2028年度）

（開催年）

区分
主要

業務
国スポリハーサル大会開催 国スポ大会開催

総務

企画

財務

広報

市民

運動

協創

歓迎

接伴

競技

式典

施設

宿泊

医事

衛生

観光

おもて

なし

警備

消防

輸送

交通

輸

送

交

通

関

係

組織

総

務

企

画

関

係

競

技

式

典

関

係

お

も

て

な

し

（

宿

泊

衛

生

）

関

係

令和８年度（2026年度）

（２年前）

専門委員会：随時開催

第３回総会

第３回常任委員会

第４回総会 第５回総会 第６回総会 第７回総会 解散総会

第４回常任委員会 第５回常任委員会

開催推進総合計画策定 開催推進総合計画進行管理

リハ・本大会ガイドライン策定 マニュアル策定・運用

御成対応関係協議・調整

マニュアル策定・運用

マニュアル策定・運用

協賛取扱要領検討

実行委員会予算編成・執行・管理・決算

協賛取扱要領検討 協賛推進

広報基本計画策定 広報啓発活動推進 各種活動記録・編集 報告書作成

歓迎接伴基本計画策定

市民運動・協創基本計画策定 市民ボランティア募集 リハ大会活動

本大会活動

県民運動との連携・実施 運動推進 子ども・若もの参画

要領制定・推進 観光ガイドブック製作 観光ガイドブック配布

案内所・休憩所・売店計画要領制定

歓迎企画・装飾要領制定

リハ大会売店募集・運営

リハ大会歓迎企画実施

本大会売店募集・運営

本大会歓迎企画実施

リハ大会競技開催日程決定

実施計画策定 リハ実施要項策定

競技記録・情報発信要領制定

リハ大会開催
本大会

実施要項策定
本大会開催

競技用具整備計画・県調整 リハ大会兼用競技用具整備 本大会用競技用具整備

デモスポ実施要項検討・調整

競技役員・競技補助員・

競技会補助員編成計画

デモスポ実施要項策定 デモスポ募集・開始

競技団体調整・役員等委嘱 リハ大会業務実施 本大会実施

式典基本計画策定 子ども・若者の参画／市民総参加 リハ大会実施 本大会実施

県との協議調整 人工芝新設・既存施設改修・備品整備等 リハ大会実施後精査・充足 本大会実施

第８回総会

県・会場市町による

合同配宿についての

協議調整

配宿計画の策定

配宿センターの設置

県一括契約設置委託

配宿センター

宿泊受付

チーム等との連絡調整

広域配宿の実施・引受市

町との連絡調整

医事衛生基本計画策定

医療救護要領策定

感染症対策要領策定

リハ大会

救護所設置運営・事後考査

感染症対策実施・事後考査

本大会

救護所設置運営

感染症対策実施

環境衛生対策要領策定

食品衛生対策要領策定

弁当調達要領策定 弁当調達業者指定・リハ大会調達実施

リハ大会

食品衛生対策実施・事後考査

環境衛生対策実施・事後考査

本大会弁当調達実施

本大会

食品衛生対策実施

輸送交通基本計画策定 輸送対策要領策定

駐車場対策要領策定

リハ大会

警備消防防災等運営

本大会

要領精査

本大会

警備消防防災等運営

警備消防防災基本計画策定 警備対策要領制定

消防防災対策要領制定

リハ大会

輸送交通誘導等運営

本大会

要領精査

本大会

輸送交通誘導等運営

競技運営基本計画

宿泊基本計画策定

総務企画関係（歓迎・接伴）と連携

総会に併せて常任委員会開催
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信州やまなみ国スポ 駒ヶ根市広報基本計画 （案） 

 

 

１  目的 

第 82 回国民スポーツ大会「信州やまなみ国スポ」に対する市民の参加意欲や機運を高めるため、信州やま

なみ国スポ 駒ヶ根市開催推進総合計画に基づき、積極的かつ効果的な広報活動を展開するとともに、自

然、歴史、文化、産業など本市の様々な魅力を駒ヶ根市ブランドとして発信することを目的とする。 

 

２  実施項目 

（1）  大会の愛称、スローガン等による広報活動 

大会を象徴する愛称、スローガン、県ＰＲキャラクター、こまかっぱ等を様々なシーンで活用し、市民への

周知と機運を高める。 

ア  愛称、スローガンの活用および普及（公共施設等の懸垂幕等の掲示、イベント時の活用等） 

イ  県ＰＲキャラクターの活用および普及 

ウ  イメージソング、ダンスの活用および普及 

エ  こまかっぱの大会用デザインの活用および普及 

 

（2）  各種広報物品等による広報活動 

   広報物品の作成、県実行委員会の広報物品や既存広報誌等を活用した積極的な広報活動を展開する。 

   ア  広報こまがねをはじめとする関係機関の刊行物への掲載 

   イ  信州やまなみ国スポ広報誌「〇〇！！」の活用 

   ウ  ポスター、パンフレット等の作成 

   エ  広報グッズの作成等 

 

（3）  多彩なメディアによる広報 

   多彩なメディア関係機関と連携し、広範囲に迅速かつタイムリーな情報発信を行う。 

   ア  新聞、テレビ等の活用 

   イ  みなこいテレビ（CEK）、市公式ウェブサイト、SNS 等による情報発信 

 

（4）  イベントによる広報 

   大会開催までの期間に、機運を高めるイベントを開催するとともに、既存の各種イベントとの連携を図り、

積極的な広報活動を展開する。 

   ア  イベントの開催 

   イ  市、各種団体等の主催イベントとの連携やコラボレーション等 

 

（5）  大会報告書等による広報 

   大会の準備経過、開催状況、競技記録等の成果を記録にとどめるため、報告書やデジタルアーカイブと

して作成する。 

   ア  大会報告書の作成 

   イ  大会の準備経過、開催状況、競技記録等の各シーンのデジタルアーカイブの作成 

議案第１号 
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信州やまなみ国スポ 駒ヶ根市市民協創基本計画 （案） 

 

 

１  目的 

第 82 回国民スポーツ大会「信州やまなみ国スポ」の成功に向け、信州やまなみ国スポ大会駒ヶ根市開催基

本方針および開催推進総合計画に基づき、市民の積極的な参加により、大会を盛り上げることを通じて、市

民がともにつながり、ともに創る「市民総参加」のまちづくりの推進に資することを目的とする。 

 

２  実施項目 

（1）  スポーツで駒ヶ根市を元気にする大会 

市民一人ひとりが、「する」 「みる」 「ささえる」といった多様なスポーツの関わり方を通じて、日常的な行

動につながるきっかけとなる運動を展開する。 

ア  全ての選手に対する温かい声援と熱い応援 

イ  大会の関連イベントへの参画やデモンストレーション競技の積極的な参加や経験 

 

（2）  市民が主体的に関わり、創り上げる大会 

   市民、関係団体、行政等が一体となり、様々なかたちで大会をサポートし、大会に関わった全ての人々

が喜びと感動を共有する。 

   ア  大会の関連イベントへの参画やデモンストレーション競技の積極的な参加や体験 

   イ  大会運営のサポートやボランティア活動への参画 

 

（3）  おもてなしの心をかたちにし、地域の活性化につなげる大会 

   アスリートや関係者の方々をまごころと思いやりをもってお迎えし、ふれあいを深めるとともに、本市の地

域資源やブランドをアピールし、スポーツツーリズムの促進と地域の活性化につなげる。 

   ア  笑顔で親しみのある親切な対応 

   イ  花いっぱい運動など県民運動との相互連携や手づくり活動の促進 

   ウ  本市の歴史や文化などの駒ヶ根ブランドの情報発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第２号 
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信州やまなみ国スポ 駒ヶ根市歓迎接伴基本計画 （案） 

 

 

１  目的 

第 82 回国民スポーツ大会「信州やまなみ国スポ」に参加する選手・監督、競技役員その他大会関係者およ

び一般観覧者（以下「大会参加者等」という。）の歓迎接伴については、信州やまなみ国スポ 駒ヶ根市開催

推進総合計画に基づき、本市の様々な魅力やブランドに触れていただき、心のこもったおもてなしで歓迎す

ることを目的とする。 

 

２  実施項目 

（1）  歓迎装飾の設置 

大会参加者等を歓迎するとともに、大会関係に向けた機運や歓迎意識の高揚を図るため、競技会場、主

要駅その他必要な場所での歓迎装飾を行う。歓迎装飾については、市民や子どもたちの応援メッセージな

どの工夫を凝らすものとする。 

 

（2）  案内所の設置 

大会参加者等の利便性を高めるため、競技会場、主要駅、駐車場など必要な場所に案内所を設置し、

競技、交通、宿泊、観光などの案内を行う。 

 

（3）  休憩所の設置 

大会参加者等の憩いの場、市民等との交流の場として、競技会場に休憩所を設置する。 

 

（4）  売店等の設置 

大会参加者等の利便性を向上するとともに、本市の特産物等の紹介、販売促進および観光案内のため、

競技会場に売店等を設置する。 

 

（5）  接遇意識の高揚 

大会参加者等が、本市をまた訪れていただけるような心のこもった「おもてなし」をできるよう、関係機関

および市民団体等と連携しながら、接遇意識の高揚を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第３号 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駒ヶ根市教育委員会 社会教育課 国民スポーツ大会推進室 

〒３９９－４１９２ 長野県駒ヶ根市赤須町２０－１ 

TEL ０２６５－８３－２１１１ 内７２３  FAX ０２６５－８３－２１８１ 


